
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  ホームページの制作費用                  

Ｑ：ホームページの制作費用は、税務上、

どのような取扱いになりますか？                              

                                              

Ａ：次のような取扱いになります。  

【解説】  

ホームページの制作費用は、国税庁から次

の指針が出されていました(現在は取り下げ

られています)ので、参考にしてください。  

【ホームページの制作費用について】  

通常、ホームページは企業や新製品のPRの

ために制作されるものであり、その内容は頻

繁に更新されるため、開設の際の制作費用の

支出の効果が1年以上には及ばないと考えら

れますので、ホームページの制作費用は、原

則として、その支出時の損金として取り扱う

のが相当であると考えられます。  

ただし､ホームページの内容が更新されな

いまま使用期間が１年を超える場合には、そ

の制作費用はその使用期間に応じて償却しま

す。  

また、制作費用の中にプログラムの作成費

用（ソフトウェアの開発費用）が含まれるよ

うなホームページについては、その制作費用

のうちプログラムの作成費用に相当する金額

は無形減価償却資産（ソフトウェア）として

耐用年数「５年」を適用して償却することと

なります。  
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